
船舶事故調査報告書 

令和２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年１月１９日 ０８時４５分ごろ 

発生場所 青森県階
はし

上
かみ

町追
おっ

越
こし

漁港 

追越港東防波堤灯台から真方位３３２°２０ｍ付近 

 （概位 北緯４０°２８.０′ 東経１４１°３９.５′） 

事故の概要  漁船第三開
かい

洋
よう

丸は、帰航中、追い波を受けて船体の制御が困難とな

り、消波ブロックに乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和２年１月２３日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三開洋丸、２.１トン 

 ＡＭ３－２０９９２（漁船登録番号）、個人所有 

第２１２－６１２６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部外板に破損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：うねり 波向東北東、波高約２ｍ、潮汐 高潮時 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、操業を終えた後、帰航を開始して

追越漁港に至り、船長が手動操舵で操船を行い、約４～５ノットの対

地速力で東防波堤東端付近に向けて航行していたところ、追い波を受

けて波乗りの状態になり、船体の制御が困難となって圧流され、‘東

防波堤の沖側に敷設された消波ブロック’（以下「本件消波ブロッ

ク」という。）に乗り揚げた。 

本船は、本事故後、船長が本件消波ブロックに上陸し、所属する漁

業協同組合を通じて海上保安庁に通報した後、天候が悪化して漂流し

始め、船体の一部が付近の海岸に漂着した。 

船長は、ふだん、東防波堤東端付近を航行する前、本船を一旦停止

させて沖からの波の状況等を確認していたが、本事故当時、問題なく

航行できると思い、一旦停止させず、沖からの波の状況等を確認しな

いで航行した。 

分析 本船は、帰航中、船長が、ふだん東防波堤東端付近を航行する前に

一旦停止して沖からの波の状況等を確認していたものの、問題なく航

行できると思い、航行を続けたことから、追い波を受けて船体の制御

が困難となり、圧流されて本件消波ブロックに乗り揚げたものと考え

られる。 

原因 本事故は、本船が、帰航中、船長が、ふだん東防波堤東端付近を航



行する前に一旦停止して沖からの波の状況等を確認していたものの、

問題なく航行できると思い、航行を続けたため、追い波を受けて船体

の制御が困難となり、圧流されて本件消波ブロックに乗り揚げたもの

と考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・追い波等を受けた場合、船体の制御が困難となって防波堤、消波

ブロック等に圧流されることがあるので、防波堤付近を航行する

際には、事前に一旦停止するなどして沖からの波の状況等をよく

確認すること。 

 


